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神奈川県営発電所の電力受給に係る仕様書 

 

１ 適用 

この仕様書は、神奈川県企業庁（以下「企業庁」という。）が所有する別添１

－１に掲げる発電所で発電する電力の受給契約（以下「本契約」という。）に適

用する。 

 

２ 対象発電所の制約事項 

別添１－１及び１－２に示す。 

 

３ 予定受給電力量及び実績受給電力量 

一般水力発電所の本契約期間における予定受給電力量を別添２に示す。また、

過去 10 年間（平成 27 年度から令和６年度まで）の一般水力発電所の実績受給

電力量及び揚水式発電所（以下「城山発電所」という。）の実績揚水電力量を別

添３に示す。  

 

４ 発電計画及び運転計画 

ア 一般水力発電所の発電計画 

ダム運用及び発電所作業を考慮し、企業庁が作成する。詳細は別添４

に示す。 

なお、別添４の記載内容等については、企業庁と、本契約を企業庁と

締結する者（以下「買受人」という。）との協議により決定する。 

イ 城山発電所の運転計画 

買受人が作成し、企業庁はその計画に基づく一般送配電事業者の指令

により運転を行う。詳細は別添４に示す。 

なお、利水関係者等との協議により、運転計画の内容について確認が

必要と判断した場合は、企業庁は買受人に対し、当該運転計画の詳細に

ついて説明を求めることができる。 

 

５ 発電停止日数 

設備の更新及び修繕に伴う、電力受給期間中の発電停止日数を別添２に示す。

ただし、更新及び修繕の進捗等により、停止日数は変更することがある。 

 

６ 一般水力発電所 

一般水力発電所が取水するダム等は国及び県が維持管理を行っており、総合

的な管理と、効率的な運用のため、関係者（治水、利水、湖面利用）が相互に

協調して運用を行っていることから、一般水力発電所の運用については買受人
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もこの運用に協力すること。 

（１）発電計画 

企業庁は、別添４の発電計画を作成する。その際、企業庁と買受人は、別添

４の記載事項について協議する。 

（２）発電所への電力供給 

一般水力発電所の停止中の所内電力は、本契約の対象外とする。 

（３）発電の停止・変更 

企業庁は、次の事由により発電計画を変更することがある。 

ア ダム・発電施設又は設備の故障 

イ 災害等が発生又は発生するおそれがある場合 

ウ ダム管理者及び利水者（水道事業者及び湖面利用者）からの要請 

エ 水難事故等の発生による、警察機関、消防機関、水防機関又は河川管理

者等からの要請 

オ 下流河川の公衆安全確保に関する要請 

カ 一般送配電事業者からの要請 

キ 一般送配電事業者が管理する送電線設備又は配電線設備の故障 

ク 電力広域的運営推進機関の供給指示等 

ケ ダム・発電施設の維持管理上調整が必要な場合 

 

７ 城山発電所 

多目的ダムである城山ダム（以下「下池」という。）と発電用の本沢ダム（以

下「上池」という。）を使い、発電・揚水を行う。 

下池は県が維持管理を行っており、他のダムとともに総合的な管理と、効率

的な運用のため、関係者（治水、利水、湖面利用）が相互に協調して運用を行

っていることから、城山発電所の運用については買受人もこの運用に協力する

こと。 

また、城山発電所の運転は、買受人からの指示に基づいて行うが、その際以

下の制約及び別添１－２に示す内容を遵守すること。 

（１）運転 

ア 発電運転 

１台当たりの出力を６万 kW 又は 4.5 万 kW の設定として、最大 12 万

kW、最小 4.5 万 kW の運転とする。 

なお、有効落差の減少に伴い、実際の出力が減少する場合がある。 

イ 揚水運転 

１台又は２台の台数のみを指定する運転とする。 

また、２台運転を行う場合は、１台目と２台目の間隔を約 30 分空け

る。 
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ウ 運転時間の単位及び運転間隔 

運転は 30 分単位とするが、発電・揚水ともに、起動から停止までの最

低運転時間は１時間以上とする。 

なお、発電運転解列と揚水運転操作の間隔は１時間以上空けること。 

エ 運転指示方法 

別添４の運転計画を基に運転操作する。 

オ 運転計画の情報提供 

企業庁は、ダム管理者、湖面利用者等の下池の関係者へ運転計画を情

報提供する。 

カ その他 

詳細については、企業庁と買受人との協議により決定する。 

（２）城山発電所への電力供給 

一般送配電事業者が定めた託送供給等約款に基づき、揚水用電力及び停止中

の設備維持に必要な電力を、買受人の負担において城山発電所に供給する。過

去の所内電力量の実績を別添５に示す。 

なお、各電力の供給期間は、本契約の契約書（以下「契約書」という。）第４

条に示す電力受給期間と同期間とする。 

（３）維持運転 

買受人は、以下の維持運転に関する発電電力の受給及び揚水用電力の供給を

行う。 

ア 降雨運転 

上池の水位が降雨により、上限水位（EL.280.00ｍ）を超えることが想定

される場合、上池水位を下げるために発電運転を行う。 

なお、運転・停止の連絡は企業庁から買受人へ行う。 

＜参考＞ 過去３年間（令和４年度から令和６年度まで）の降雨運転実績 

     令和４年度 １回  令和５年度 ３回  令和６年度 ０回 

イ 試運転 

発電設備等の点検及び保全作業の終了後、並びに故障復旧後に、動作確

認を目的とした試運転（発電・揚水）を行う。 

また、運転（発電・揚水）が一定期間行われない場合は、設備維持を目

的とした試運転を行う。（休止中の１・２号機を含む） 

なお、試運転の実施時期及び運転時間は、企業庁と買受人との協議によ

り決定する。 

＜参考＞ 過去３年間（令和４年度から令和６年度まで）の設備維持を目的

とした試運転（発電・揚水）実績 

     令和４年度 22 回  令和５年度 21 回  令和６年度 ２回 

ウ 上池設備点検 
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上池設備の点検のため、点検実施日までに、水位を上限水位まで上昇さ

せる揚水運転を行う。 

＜参考＞ 過去３年間（令和４年度から令和６年度まで）の上池設備点検 

年１回（12 月頃）実施 

（４）一般送配電事業者からの運転指令 

買受人が一般送配電事業者と締結する「余力活用に関する契約」に基づき、

一般送配電事業者から企業庁に直接運転指令があった場合、運転を行う。 

なお、余力活用に関する契約の詳細については 10（１）アに示す。 

（５）運転の停止・変更 

企業庁は、次の事由により発電及び揚水運転計画を変更することがある。 

ア 運転不可とする事由 

（ア）下池のゲート放流を行う場合（点検整備放流時を除く＊） 

    ＊点検整備放流とは、ダム等の点検又は整備を行うため特に必要があると

きに行う放流 

   ＜参考＞ 過去 10 年間（平成 27 年度から令和６年度まで）の 

放流実績を基にした年間平均放流回数 4.7 回 

（放流期間１回当たり 最大 27 日（令和元年度）、 

最小１日（平成 29 年度（２回）及び令和６年度）） 

 （イ）運転によって下池水位が次の水位を行き来する場合 

ａ 沼本ダムの水道用原水の取水に影響が出る水位 

 EL. 119.50m(-4.50m) 

ｂ 湖面利用の安全確保に影響が出る水位 EL. 117.00m(-7.00m) 

ｃ 津久井導水路の点検において、水道用原水の取水に影響が出る

水位       EL. 119.00m(-5.00m) 

イ 運転不可又は運転を制限する事由 

（ア）ダム・発電施設又は設備の故障 

（イ）災害等が発生又は発生するおそれがある場合 

（ウ）大雨等による上池又は下池の水位上昇 

（エ）ダム管理者及び利水者（水道事業者及び湖面利用者）からの要請 

（オ）水難事故や山林火災等の発生による、警察機関、消防機関、水防機

関又は河川管理者等からの要請 

（カ）下流河川の公衆安全確保に関する要請 

（キ）一般送配電事業者からの要請 

（ク）一般送配電事業者が管理する送電線設備又は配電線設備の故障 

（ケ）電力広域的運営推進機関の供給指示等 

（コ）ダム・発電施設の維持管理上調整が必要な場合 

(サ) 上池及び下池の水位が運用範囲外の場合 
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（６）年間許容停電電力量及び超過停電電力量 

城山発電所の維持管理に必要な定期・臨時点検及び修繕等による発電停止並

びに設備の更新及び修繕に必要な発電停止として、年間許容停電電力量を別添

６に示す。 

契約書第 17 条に定める超過停電電力量は、次の条件により算定する。 

なお、算定値を基にした電力料金の減額措置については８（２）に示す。 

ア 発電を停止した場合 

60,000(kW) × 停止台数 × 停電継続時間(h) 

 

イ 発電力を抑制した場合 

60,000 

(kW)  
× 抑制台数 ×

抑制継続 

時間(h) 
－

抑制継続時間中の 
実績発電電力量 

(kWh) 
× 

60,000(kW)×抑制台数  

120,000(kW) 

（２台分） 

  

ウ その他特別の事情による場合 

企業庁と買受人との協議により算定する。 

 

８ 電力量料金及び電力料金 

（１）料金の納付期限 

契約書第 25 条第２項の納付期限は、同条第１項で確認した月の翌月 10 日

（10 日が金融機関休業日の場合はその翌営業日）とする。 

（２）城山発電所の停電による電力料金の減額 

契約書第 17 条に定める超過停電電力量が発生した場合は、契約書第 22 条の

規定に基づき、７（６）に定める条件により算定した額を電力料金から減額す

る。 

なお、超過停電電力量単価は、次の計算式で算定する。 

 
契約金額（１年間） 

（円/kWh） 
120,000kW（２台分） × 365 日 × 24 時間 

 

９ 地産地消 

（１）神奈川県内への電力供給 

一般水力発電所が発電した電力については、神奈川県内への全量供給を原則

とし、神奈川県内での地産地消を基本方針とする。 

買受人は、この基本方針を踏まえ、需給運用、販売先の確保その他の合理的

な措置を講じ、当該電力を神奈川県内の需要家又は需要場所に供給することに

最大限の努力を行う。 
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なお、系統運用上の制約、需給調整その他のやむを得ない事情により、一時

的又は部分的に神奈川県内への全量供給が達成できない場合があることを踏

まえ、当該場合はその理由を企業庁に報告するとともに、全量供給の達成に向

けた改善策を検討し、運用に反映させるものとする。 

（２）環境価値 

買受人は、契約書第 27 条の規定に基づき企業庁から譲渡を受けた環境価値

を神奈川県内の需要家又は需要場所に係る電力供給に関連する用途に充当す

ることにより、神奈川県内で有効に活用する。具体的な取扱い方法については

企業庁と協議のうえ定める。 

この環境価値の活用に当たっては、電力の同時同量又は環境価値の個別トラ

ッキングは求めないが、神奈川県内の脱炭素化への貢献内容が客観的に確認で

きる資料を提出すること。 

なお、本契約締結時の制度では、城山発電所より供給する電力には環境価値

は含まれない。 

（３）履行確認 

履行確認は四半期に１度行う。確認方法は、買受人が作成する報告書による

が、報告の内容及び方法については企業庁と買受人の協議により決定する。 

 

10 その他 

（１）一般送配電事業者との契約 

買受人は本契約に当たり、一般送配電事業者との間で、電力受給期間開始ま

でに以下に示すすべての契約を締結する。 

ア 余力活用に関する契約 

契約書第 19 条第３項の規定に基づき、現在の電力受給契約者と一般送配

電事業者の当該契約に関するすべての権利義務を買受人が承継する。 

イ 一般送配電事業者が定めた託送供給等約款に基づく契約（以下「託送供

給契約」という。） 

契約書第 14 条の規定に基づき、買受人の負担により締結する。 

なお、現在の託送供給契約においては、付随して以下に示す契約を締結

している。 

（ア）発電量調整供給契約（休止中の玄倉第２発電所を契約対象に含む） 

（イ）接続供給契約 

（ウ）予備送電サービスＡ（城山発電所のみ） 

次により算出される費用が発生する。 

・城山発電所所内負荷 1,705kW×託送供給等約款に基づく単価（円） 

・城山発電所動力負荷 43,212kW×託送供給等約款に基づく単価（円） 

（２）城山発電所の停止予定 
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城山発電所の１・２号機は、本契約の電力受給期間の全期間において工事に

よる停止を予定しているほか、３・４号機についても一部期間において工事に

よる停止を予定している。買受人は、この停止期間中は発電所の運転ができな

いことに留意すること。 

現在想定している停止日数及び停止時期を、別添２及び別添６に示す。ただ

し、工事進捗等により停止日数及び停止時期は変更することがある。 

（３）契約期間満了時等における引継事務 

買受人は、本契約の電力受給期間満了又は契約解除があった場合には、次に

企業庁と電力受給契約を締結する者に対して、余力活用に関する契約、託送供

給契約等における名義変更等の必要な事務を遅滞なく行う。 

（４）契約期間満了時等における城山発電所の上池水位 

本契約の電力受給期間満了時又は契約解除時の上池水位は、電力受給期間開

始時以上の水位とする。 

（５）守秘義務 

買受人が本業務上知り得た内容の取扱いは、契約書第31条の規定に基づく。 

（６）インバランス対応 

インバランスに関する対応（バランシンググループの形成やインバランス調

整、インバランス料金の負担等）は、契約書第 30 条の規定に基づく。 

（７）電力広域的運営推進機関への手続き 

発電計画及び作業停止計画等の電力広域的運営推進機関への提出その他手

続きすべては、買受人が行う。 

（８）発電側課金 

託送供給契約に基づき一般送配電事業者が企業庁に請求するサービス料金

（発電側課金）の取扱いは、契約書第 24 条の規定に基づく。 

（９）法令等の遵守 

本契約の履行に当たっては、関連する諸法令や技術要件等を遵守する。 

（10）運用申合書の作成 

本契約に関する運用については、企業庁と買受人との協議により決定し、運

用申合書を作成する。 

（11）疑義の決定等 

本仕様書の各条項に疑義が生じた際は、契約書第 40 条の規定に基づき決定

する。 

 

以上 


